
千葉市新型コロナウィルス感染症

緊 急 対 策

☏ ０４３-２４５-５８９８（平日９時～１７時）

給付金等の申請漏れがないか
今一度、ご確認ください！

まずは、お電話ください
千葉市 事業者向け臨時相談窓口

チェック項目 支援制度 支給（助成）額 申請期限

売上が前年同
月比で５０％
以上減少した

⇒
持続化給付
金【国】

法人 上限２００万円
個人 上限１００万円

令和３年
１月１５日（金）

中小企業再
建支援金
【県】

１０万円～４０万円
※県内に主たる事業所がある事
業者が対象
※６月以降の連続する３か月の
売上高が前年比で３０％以上減
少も対象

令和３年
１月３１日（日）⇒

売上が前年同
月比で２０％
以上５０％未
満減少した

中小企業者
事業継続給
付金【市】

２０万円
※市内に主たる事業所がある事
業者が対象

＜期限延長＞
令和３年
１月１５日（金）

家賃の支払い
が苦しい

⇒ 家賃支援給
付金【国】

法人 上限６００万円
個人 上限３００万円
※５月～１２月の売上が前年同
月比で、５０％以上減少又は連
続する３か月の合計で３０％以
上減少

令和３年
１月１５日（金）

従業員を
休業させた ⇒

雇用調整助
成金【国】

労働者1人1日につき
15,000円（特例措置）

＜期限延長＞
令和３年

２月末まで
（特例措置適用期間）


